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(57)【要約】
【課題】任意の機器を使用して静止画等のコンテンツを
選びながら、同時にネットワーク上の他の機器で、その
選択したコンテンツのスライドショーを楽しむことがで
きるようにする。
【解決手段】ユーザにより選択された複数のコンテンツ
を再生候補として管理しつつ、その再生候補に含まれる
複数のコンテンツに対し設定された再生手順で順次再生
制御を行う。再生制御が行われたコンテンツを設定され
た再生手順で、通信部を通じてネットワーク上の機器に
順次送信する。本発明は、静止画を扱うことのできるデ
ジタルカメラやパーソナルコンピュータ等に適用するこ
とができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上の機器と通信を行える通信部と、
　ユーザにより指定されたコンテンツを選択するコンテンツ選択部と、
　前記コンテンツ選択部により選択された複数のコンテンツを再生候補として管理し、前
記再生候補に含まれる複数のコンテンツに対し設定された再生手順で順次再生制御を行う
再生制御部と、
　前記再生制御部で再生制御されたコンテンツを、前記通信部を通じて前記ネットワーク
上の機器に順次送信する再生指示部と、を備える
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記再生制御部は、前記再生候補に含まれる複数のコンテンツに対し所定の時間間隔で
順次再生制御を行う
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記コンテンツ選択部は、複数のコンテンツが配置されコンテンツを選択するためのコ
ンテンツ表示領域と、前記再生候補の複数のコンテンツを選択順に配列する送信リスト表
示領域を表示する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記送信リスト表示領域に再生位置表示線を表示し、前記送信リス
ト表示領域に選択順に配列された複数のコンテンツのうち現在再生されているコンテンツ
を、前記再生位置表示線を使用して表す
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記コンテンツ選択部は、前記コンテンツ表示領域に配置されている複数のコンテンツ
のうちから指定されたコンテンツを、前記送信リスト表示領域に配列されているコンテン
ツの末尾に配置する
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記コンテンツ表示領域に配置されるコンテンツは、静止画と音楽を含み、前記再生制
御部は、前記コンテンツ選択部に選択された音楽を再生しながら、選択された静止画を順
次再生するよう制御する
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記再生制御部で管理されている再生候補をプレイリストとして管理するプレイリスト
管理部をさらに備え、
　前記再生制御部は、前記コンテンツ選択部からの指示に応じて前記プレイリスト管理部
により管理されている前記プレイリストを前記ネットワーク上の機器に送信する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　ネットワーク上の機器にコンテンツを送信する情報処理装置の情報処理方法において、
　ユーザにより選択された複数のコンテンツを再生候補として管理し、前記再生候補に含
まれる複数のコンテンツに対し設定された再生手順で順次再生制御を行うステップと、
　前記再生制御されたコンテンツを、通信部を通じて前記ネットワーク上の機器に順次送
信するステップと、を含む
　情報処理方法。
【請求項９】
　ネットワーク上の機器にコンテンツを送信する情報処理装置の制御処理をコンピュータ
に実行させるプログラムにおいて、
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　ユーザにより選択された複数のコンテンツを再生候補として管理し、前記再生候補に含
まれる複数のコンテンツに対し設定された再生手順で順次再生制御を行う処理と、
　前記再生制御されたコンテンツを、通信部を通じて前記ネットワーク上の機器に順次送
信する処理と、を含む
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、写真等のコンテンツのスライドショーに好適な情報処理装置および方法、並
びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラ等の撮像装置により撮像した画像ファイル（静止画）を用いて、
５秒毎などの所定の時間毎に順番に自動的に表示させるいわゆるスライドショーを作成す
るアプリケーションが普及している。
【０００３】
　このスライドショーにおいて前の静止画から次の静止画の表示に切り替わる際のトラン
ジション効果に工夫が凝らされたり、また、表示させる静止画に動きを加えたり、さらに
バックグラウンドミュージック（BGM：Back Ground Music）としてスライドショーの実行
中に音楽ファイルを再生したりして、ユーザに撮像した静止画を確認させる以上の機能が
提供されている。
【０００４】
　また、機器に取り込まれた静止画（撮影された静止画）をそのまま表示させるのではな
く、各種のエフェクトを施した静止画を順次表示させるスライドショー機能を有するもの
がある（例えば、非特許文献１を参照）。
【０００５】
　この場合、ユーザは、再生させる静止画と、エフェクトの種類と、ＢＧＭの曲を選択す
ることにより、エフェクトが施された静止画を自動的に順次表示させることのできるＢＧ
Ｍ付きのコンテンツを作成することができる。
【０００６】
　さらに、上記非特許文献１に記載された技術を改良し、容易にかつ迅速に、エフェクト
を施した静止画を順次表示させることのできるＢＧＭ付きのコンテンツを作成することが
できる情報処理装置が、本出願人より提案されている（例えば、特許文献１を参照）。
【非特許文献１】“ドコモムーバＰ５０６ｉＣ　フォトカクテル”、インターネット＜UR
L: http://panasonic.jp/mobile/p506ic/photo/index.html＞
【特許文献１】特開２００６－８６６２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、近年、ネットワークに接続可能なパーソナルコンピュータや家電機器、携帯
端末、デジタルカメラ、携帯電話機の出現により、ネットワークを介して複数の機器が繋
がり、機器同士で情報交換できるようになってきた。ネットワークを用いて機器を相互に
接続し、連携して利用するための技術仕様の一つに、ＤＬＮＡガイドライン（Digital Li
ving Network Alliance guideline）がある。
【０００８】
　ＤＬＮＡガイドラインでは、例えば利用可能な機器（デジタルメディアサーバ）の検索
やコンテンツ一覧の取得にＵＰｎＰ（Universal Plug and Play）が使われ、ネットワー
ク上のある機器に保存されているコンテンツを別の機器で再生するということが可能であ
る。例えば、デジタルカメラで撮影した写真（静止画）を一枚選んで大画面のテレビジョ
ン受像機で再生したりすることが可能である（参考資料：ＤＬＮＡガイドライン Guideli
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ne_Oct_r5.pdf 5.7.2 2-Box Push System Usage, 5.7.3 3-Box System Usage）。
【０００９】
　しかしながら、大容量の記憶装置を備えたデジタルカメラの場合、他人に見られたくな
い写真や、撮影に失敗した写真、同じアングルの似たような写真が含まれており、それを
そのまま他人に見せたくないことも多い。そのため、従来技術では、スライドショーを楽
しむためには、まず大量のコンテンツから見せたいすべての画像を選択する、すなわちプ
レイリストを作成する作業を行い、その後、作成したプレイリストをネットワーク上の機
器に送信し、選択した画像（プレイリスト）を使ってスライドショーを開始するという手
順を踏む必要があった。
【００１０】
　図１８は、従来のスライドショーのシーケンスである。まずデジタルカメラ側で再生し
たいコンテンツを選択してプレイリストを作成し、作成したプレイリストをテレビジョン
受像機に送信する（ステップＳ１０１）。テレビジョン受像機側では、受信したプレイリ
ストを解析して指定された再生手順でコンテンツの再生を開始する。まずテレビジョン受
像機からデジタルカメラに対しプレイリストの先頭にある第１コンテンツの取得を要求し
（ステップＳ１０２）、デジタルカメラは第１コンテンツの取得要求を受けて、テレビジ
ョン受像機に第１コンテンツを送信する（ステップＳ１０３）。そして、テレビジョン受
像機は、第１コンテンツを再生し画面に表示する（ステップＳ１０４）。
【００１１】
　テレビジョン受像機は、第１コンテンツの再生が終了すると、デジタルカメラに対しプ
レイリストに記述されている第２コンテンツの取得を要求する（ステップＳ１０５）。要
求を受けたデジタルカメラは、テレビジョン受像機に第２コンテンツを送信する（ステッ
プＳ１０６）。そして、テレビジョン受像機は、第２コンテンツを再生し画面に表示する
（ステップＳ１０７）。テレビジョン受像機およびデジタルカメラは、プレイリストに再
生すべきコンテンツがなくなるまで上述の処理を繰り返す。
【００１２】
　このように、従来のスライドショーでは、まずプレイリストを作成し、作成したプレイ
リストを予めテレビジョン受像機へ送る必要があった。そのため、撮影した直後に、コン
テンツを選択しつつ簡単に大人数でテレビジョン受像機に順次画像を表示してスライドシ
ョーを楽しむ、ということは困難であった。
【００１３】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、任意の機器を使用して静止画
等のコンテンツを選びながら、同時にネットワーク上の他の機器で、その選択したコンテ
ンツのスライドショーを楽しむことができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の情報処理装置は、ネットワーク上の機器と通信を行える通信部と、ユーザによ
り指定されたコンテンツを選択するコンテンツ選択部と、そのコンテンツ選択部により選
択された複数のコンテンツを再生候補として管理し、再生候補に含まれる複数のコンテン
ツに対し設定された再生手順で順次再生制御を行う再生制御部と、その再生制御部で再生
制御されたコンテンツを、通信部を通じてネットワーク上の機器に順次送信する再生指示
部と、を備えることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の情報処理方法は、ネットワーク上の機器にコンテンツを送信する情報処理装置
の情報処理方法であって、ユーザにより選択された複数のコンテンツを再生候補として管
理し、その再生候補に含まれる複数のコンテンツに対し設定された再生手順で順次再生制
御を行うステップと、再生制御されたコンテンツを、通信部を通じてネットワーク上の機
器に順次送信するステップと、を含むことを特徴とする。
【００１６】
　本発明のプログラムは、ネットワーク上の機器にコンテンツを送信する情報処理装置の
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制御処理をコンピュータに実行させるプログラムであって、ユーザにより選択された複数
のコンテンツを再生候補として管理し、その再生候補に含まれる複数のコンテンツに対し
設定された再生手順で順次再生制御を行う処理と、再生制御されたコンテンツを、通信部
を通じてネットワーク上の機器に順次送信する処理と、を含むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明の情報処理装置、方法並びにプログラムにおいては、ユーザにより選択された複
数のコンテンツを再生候補として管理し、その再生候補に含まれる複数のコンテンツに対
し設定された再生手順で順次再生制御を行い、再生制御されたコンテンツを、通信部を通
じてネットワーク上の機器に順次送信する。それにより、コンテンツの選択操作と並行し
て、選択されたコンテンツが所定の再生手順で順次ネットワーク上の機器に出力される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、任意の機器を使用して静止画等のコンテンツを選びながら、同時にネ
ットワーク上の他の機器で、その選択したコンテンツのスライドショーを楽しむことがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、以下に述べる実施の形態は、本発明を実施す
るための好適な形態の具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されている。
ただし、本発明は、以下の実施の形態の説明において特に本発明を限定する旨の記載がな
い限り、これらの実施の形態に限られるものではない。したがって、例えば、以下の説明
で挙げる使用材料とその使用量、処理時間、処理順序および各パラメータの数値的条件等
は好適例に過ぎず、説明に用いた各図における寸法、形状および配置関係等も一例を示す
概略的なものである。
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。以下の実施の形態は
、本発明を、テレビジョン受像機とデジタルカメラ、パーソナルコンピュータを含むホー
ムネットワークに適用した場合の実施例について説明する。
【００２１】
　図１は、本発明が適用されるホームネットワークの構成の例を示す図である。
【００２２】
　図１に示すホームネットワークは、テレビジョン受像機１と、パーソナルコンピュータ
２と、アクセスポイント３と、該アクセスポイント３およびケーブル５を介してテレビジ
ョン受像機１およびパーソナルコンピュータ２と通信可能な無線通信機能を有するデジタ
ルカメラ４と、から構成してある。テレビジョン受像機１には、スピーカ１Ｒ，１Ｌが設
けられている。
【００２３】
　ホームネットワークの構成要素であるテレビジョン受像機１、パーソナルコンピュータ
２、並びにデジタルカメラ４は、一例としてＵＰｎＰで規定されるプロトコルによって相
互に通信可能である。
【００２４】
　テレビジョン受像機１はコンテンツ再生機能であるメディアレンダラ機能、パーソナル
コンピュータ２はコンテンツ提供機能であるメディアサーバ機能、デジタルカメラ４はメ
ディアレンダラおよびメディアサーバを操作・制御するコントローラ機能を有するものと
する。
【００２５】
　なお、本実施の形態では、本発明が適用されるネットワークとしてホームネットワーク
を例に挙げて説明したが、この例に限られるものではないことは勿論である。
【００２６】
　図２は、図１に示したデジタルカメラ４の内部構成例を示す図である。
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【００２７】
　バス１０にＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、ＲＯＭ（Read Only Memory）１
２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３、カメラ部１４、入力部１５、出力部１６、記
憶部１７、無線通信部１８が接続されており、各部はバス１０を介して各種情報伝送がな
されるようになっている。
【００２８】
　ＣＰＵ１１は、デジタルカメラ４全体を制御する制御部であり、ハードウェアおよびソ
フトウェアを制御する。
【００２９】
　ＲＯＭ１２は、不揮発性の記憶手段であり、ＣＰＵ１１で実行するプログラムや各種情
報があらかじめ記憶されている。
【００３０】
　ＲＡＭ１３は、揮発性の記憶領域であり、ＣＰＵ１１によりＲＯＭ１２、記憶部１７よ
り読み出されたプログラムやデータ、そのほか各種処理を実行する上で必要なデータを適
宜記憶する。
【００３１】
　カメラ部１４は、被写体を撮像し撮像した画像データを、バス１０を通じて記憶部１７
に供給し記憶させる。このカメラ部１４は、光学系１９、ＣＣＤ（Charge Coupled Devic
es）２０、Ａ／Ｄ変換部２１、信号処理部２２を有している。
【００３２】
　光学系１９は、光学レンズ、フォーカス機構、シャッタ機構、アイリス機構などから構
成され、被写体に反射した光を像として集め、撮像素子２０の受光部に結像させる。
【００３３】
　撮像素子２０は、結像された光学的な像を光電変換によってアナログ信号である画像信
号に変換し、画像信号をＡ／Ｄ変換部２１に供給する。
【００３４】
　Ａ／Ｄ変換部２１は、画像信号をデジタル信号である画像データに変換し、画像データ
を信号処理部２２に供給する。
【００３５】
　信号処理部２２は、画像データを適宜加工、補正処理し、ＪＰＥＧ（Joint Photograph
ic Expert Group）などの所定のフォーマットへの変換処理を施した画像データを作成す
る。画像データはバス１０を介して、記憶部１７に格納される。
【００３６】
　入力部１５は、ユーザの操作を受け付けるボタンやタッチパネルなどの入力デバイス、
および、外部入力端子などにより構成される。
【００３７】
　出力部１６はＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などのディスプレイやスピーカ、およ
び、外部出力端子などにより構成され、画像や音声の出力処理を行う。
【００３８】
　記憶部１７は、備え付けのハードディスクやフラッシュメモリ、着脱可能なフラッシュ
メモリや光ディスクなどの不揮発性の記憶媒体により構成され、カメラ部１４で得られた
画像データやＣＰＵ１１で実行するプログラムやデータなどの情報が格納される。
【００３９】
　無線通信部１８は、ＣＰＵ１１により制御され、他の通信機器と無線通信を行う。例え
ば、アクセスポイント３とＩＥＥＥ８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ、ＩＥＥＥ
８０２．１１ｎなどの無線ＬＡＮ通信規格に基づいて無線通信を行い、ホームネットワー
クと接続する。これによりネットワーク上のテレビジョン受像機１やパーソナルコンピュ
ータ２と相互に通信を行い、例えば、デジタルカメラ４で撮影した画像をテレビジョン受
像機１に供給したり、パーソナルコンピュータ２に格納されている音楽をテレビジョン受
像機１に供給したりすることが可能となっている。なお、本発明においては無線通信の規
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格はどのようなものであっても構わない。
【００４０】
　この無線通信部１８は、ＭＡＣ（Media Access Control）部２３、ベースバンド処理部
２４、高周波処理部２５、およびアンテナ２６を有する。
【００４１】
　アンテナ２６は、他の装置、例えばアクセスポイント３より送信されてくる電波を受信
し、その変調波を高周波処理部２５に供給する。また逆に、高周波処理部２５から供給さ
れた変調波を電波として発信し、例えば、アクセスポイント３により受信されるようにな
されている。
【００４２】
　高周波処理部２５は、アンテナ２６より供給された変調波を所定の方法で復調し、得ら
れた信号をベースバンド処理部２４に供給する。また逆に、ベースバンド処理部２４から
供給された信号（ベースバンド信号）を所定の方法で変調し、得られた変調波をアンテナ
２６に供給する。
【００４３】
　ベースバンド処理部２４は、高周波処理部２５より供給された信号をデジタル信号（ペ
ースバンド信号）のデータに変換し、得られたデータをＭＡＣ部２３に供給する。また逆
に、ＭＡＣ部２３から供給されたデータをアナログ信号に変換し、高周波処理部２５に供
給する。
【００４４】
　ＭＡＣ部２３は、ベースバンド処理部２４より供給されたデータを誤り訂正符号による
誤り訂正などの処理を経て所定の通信フォーマットからなるデータに変換し、バス１０を
介してＣＰＵ１１やＲＡＭ１３に供給する。また逆に、ＣＰＵ１１やＲＡＭ１３からバス
１０を介して供給された所定の通信フォーマットからなるパケットを、誤り訂正符号を付
加するなどしたデータに変換し、ベースバンド処理部２４に供給する。
【００４５】
　図３は、デジタルカメラ４のＣＰＵ１１で実行されるプログラムの機能構成の一部を示
す図である。
【００４６】
　プログラムの機能は、接続制御部３１、機器検出部３２、機器選択部３３、コンテンツ
選択部３４、プレイリスト管理部３５、再生制御部３６、再生設定部３７、再生指示部３
８から構成される。
【００４７】
　接続制御部３１は、無線通信部１８を制御して、アクセスポイント３の検索処理、認証
および暗号化処理を行ってアクセスポイント３との接続を確立し、ＩＰ（Internet Proto
col）アドレスの取得など、ホームネットワーク上の機器との通信が可能となるための処
理を実行する。ネットワークへの接続が正しく行われると、その旨を機器検出部３２に通
知する。
【００４８】
　機器検出部３２は、例えば、ＳＳＤＰ（Simple Service Discovery Protocol）プロト
コルに従って、デジタルカメラ４が制御対象とするホームネットワーク上の機器（UPnPデ
バイス）の検出処理を行う。ホームネットワーク上に通信可能な機器が検出されるとその
旨を機器選択部３３に通知する。
【００４９】
　機器選択部３３は、検出された機器の情報を示す機器選択画面を出力部１６に表示し、
ユーザが入力部１５を操作して所望の機器を選択できるようにする。このとき、ユーザは
コンテンツを再生させたい機器、本実施の形態の場合、テレビジョン受像機１を選択すれ
ばよい。選択された機器に関する情報は再生指示部３７に通知する。
【００５０】
　図４に、機器選択画面の例を示す。図４に示す機器選択画面４０は、機器検出部３２が
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ネットワーク上にテレビジョン受像機１とパーソナルコンピュータ２を検出した場合の例
を示している。選択可能な機器の候補として、「テレビジョン受像機」と「パーソナルコ
ンピュータ」のアイコンがそれぞれ表示される。
【００５１】
　図３の説明に戻り、コンテンツ選択部３４は、ユーザが入力部１５を使用して所望の機
器、本実施の形態においては、テレビジョン受像機１で再生したいコンテンツを選択でき
るようにする。例えば図５に示すコンテンツ選択画面５０のように、「新しくコンテンツ
を選択する」という選択肢と過去に作成されたプレイリストの情報をプレイリスト管理部
３５から取得して選択肢として追加する。本実施の形態では、プレイリストの一例として
、プレイリスト１およびプレイリスト２が作成済みとなっている。
【００５２】
　コンテンツ選択部３４は、ユーザが「新しくコンテンツを選択する」を選択した場合に
は、撮影した写真（静止画）あるいは任意の記憶部から取得した写真（静止画）を選択す
るため図６～９に示すような写真選択画面６０及び楽曲選択画面７０を出力部１６に表示
する。ユーザは、写真選択画面の所定領域（コンテンツ表示領域６１）に配置された静止
画のインデックス表示から、再生したい静止画を選択することができる。コンテンツ選択
部３４は、選択された静止画を写真選択画面の所定領域（送信リスト表示領域６２）に選
択順に表示（配列）されたコンテンツのリスト（再生候補）の末尾に追加するとともに、
再生制御部３６へ通知する。この写真選択画面については、後に詳細に説明する。
【００５３】
　一方、コンテンツ選択画面において、ユーザが過去に作成されたプレイリストを選択し
た場合は、そのプレイリスト情報を再生制御部３６に通知する。
【００５４】
　図３の説明に戻り、プレイリスト管理部３５は、再生制御部３６から保存を要求された
プレイリスト情報を記憶部１７に記憶し、また、コンテンツ選択部３４からのプレイリス
トの取得要求に応じて、記憶部１７に記憶しているプレイリスト情報を供給する。
【００５５】
　プレイリスト管理部３５によって記憶されるプレイリストは、例えば図１０に示すプレ
イリスト情報８０のような構造を持つ。名前はプレイリストの名称を表し、コンテンツ選
択部３４によるコンテンツ選択画面５０においてユーザに提示することができる。作成日
時はプレイリストが作成された日時を表し、名称とともにユーザに提示するようにしても
よい。またプレイリストを構成するコンテンツは、コンテンツのファイル名およびファイ
ル形式を表す拡張子により識別できるようにしている。プレイリスト情報８０は、記憶部
１７からコンテンツのデータを読み出し可能な一意な識別子を備える。この識別子には、
例えば、記憶部１７上のファイルシステムにおけるパスなどを使うことができる。さらに
は、ネットワーク上の機器のリソース（情報資源）を表すＵＲＩ（Uniform Resource Ide
ntifier）であってもよい。
【００５６】
　作成したプレイリスト情報８０の内容は、ユーザが入力部１５を使用して適宜、コンテ
ンツの変更や削除等の編集を行うことができるものとする。このようなプレイリストは、
例えば、ＸＭＬ（Extensible Markup Language）等のいわゆるメタ言語を使用してデジタ
ルメディアコレクションとして管理される。
【００５７】
　再生制御部３６は、スライドショーとして再生制御を行うためのコンテンツの再生候補
のリストを管理する。再生候補は一連のコンテンツ情報からなり、写真選択画面６０の送
信リスト表示領域６２に表示された再生候補のリストの先頭から順次再生されるように制
御される。コンテンツ選択部３４からユーザが選択したコンテンツ情報が通知されると、
そのコンテンツ情報は再生候補のリストの末尾に追加される。またコンテンツ選択部３４
からユーザが選択したプレイリスト情報８０が通知されると、プレイリスト管理部３５か
らそのプレイリストに含まれる一連のコンテンツ情報を読み出し、送信リスト表示領域６
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２の再生候補のリストに設定する。再生制御部３６は、再生設定部３７から通知された再
生設定情報に従って、再生指示部３８に対して再生指示を行う。
【００５８】
　再生設定部３７は、ユーザがスライドショー再生のための時間制御情報を含む各種設定
情報を設定することができ、その設定情報を再生制御部３６に通知する。再生制御部３６
は、この設定情報に従って適切に再生指示を実行する。
【００５９】
　図１１は、ユーザによる設定可能な項目を表示した設定情報の例である。
【００６０】
　例えば、図１１に示す再生設定画面９０において、静止画の表示時および静止画間の遷
移における効果を指定するエフェクトの項目、静止画の再生間隔を指定する間隔設定の項
目、プレイリストの終端に達した場合の挙動を指定する再生モードの項目を設けることが
できる。本実施の形態の例では、開始ボタンのアイコンをクリックすると、その設定情報
が再生制御部３６に通知される。
【００６１】
　なお、図３に示す各機能部のうちの少なくとも一部は、ハードウェアにより実現される
ように構成してもよい。
【００６２】
　再生指示部３８は、機器選択部３３で指定された機器に対して、再生制御部３６から供
給されたコンテンツ情報を再生するように指示する。指示は無線通信部１８（図２参照）
を介してホームネットワーク上の、例えばテレビジョン受像機１に送信される。この指示
は複数のメッセージの送受信によって構成されていてもよく、例えば、コンテンツに関す
るメタ情報およびコンテンツを取得可能なＵＲＬ（Uniform Resource Locator）などの情
報の送信、再生指示や一時停止指示などの制御指示の要求および応答などによって構成さ
れていてもよい。
【００６３】
　以上のような構成により、本実施の形態の例においては、接続制御部３１によってアク
セスポイント３との無線通信を確立し、機器検出部３２によってホームネットワーク上の
テレビジョン受像機１やパーソナルコンピュータ２を検出し、機器選択部３３によってユ
ーザがテレビジョン受像機１を選択することができる。
【００６４】
　また、コンテンツ選択部３４によってユーザが再生したい任意の複数のコンテンツを選
択することができ、また、プレイリスト管理部３５で管理されている過去に作成したプレ
イリストを読み出して選択することもできる。選択したコンテンツは順次、再生制御部３
６に供給され、再生設定部３７で設定したパラメータに応じて再生制御することができる
。
【００６５】
　最終的に再生指示部３８よって、機器選択部３３で選択されたテレビジョン受像機１に
対して、コンテンツの再生指示が実行され、デジタルカメラ４に格納されたコンテンツを
テレビジョン受像機１に表示することができる。
【００６６】
　コンテンツ選択部３４と再生制御部３６および再生指示部３８は、同時に並行して実行
することが可能であるため、ユーザは実際のスライドショーの実行と並行して、コンテン
ツ選択を行うことができる。そのため、ユーザが事前にスライドショーのためのコンテン
ツを選択してプレイリストを作成することなく、簡単に多人数でスライドショーを楽しむ
ことができる。
【００６７】
　ここで、図６に示す写真選択画面を参照して、ユーザによるスライドショー時の再生候
補の選択について説明する。
【００６８】
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　図６に示す写真選択画面６０は、画面上部にコンテンツ表示領域６１、画面下部に送信
リスト表示領域６２、および画面最下部にコマンド表示領域６３が設けられている。
【００６９】
　コンテンツ表示領域６１には、静止画等のコンテンツのアイコンが配置される。コンテ
ンツ表示領域の所定の位置、例えば右端にスクロールバー６１ａが設けられ、コンテンツ
表示領域の表示内容を上下に移動させて、コンテンツ表示領域内のすべてのコンテンツを
表示することができる。図６の例では、ユーザが選択することのできるコンテンツの例と
して「DSC00001.JPG」,「DSC00002.JPG」,「DSC00003.JPG」,「DSC00004.JPG」,「DSC000
05.JPG」「DSC00006.JPG」が表示されているが、スライドショーの再生候補として選択さ
れたコンテンツは太枠等で表示され他と識別可能になっている。
【００７０】
　送信リスト表示領域６２には、コンテンツ表示領域６１に表示されたコンテンツのうち
ユーザに選択されたコンテンツがスライドショー時の再生候補のコンテンツとして表示さ
れる。選択されたコンテンツは選択順（＝再生順）に送信リスト表示領域６２の左から配
置されてゆき、新たに選択されたコンテンツは随時末尾へ追加される。コンテンツの選択
方法は、例えば所望のコンテンツのアイコンを右クリックして「選択」コマンドを含むド
ロップダウンメニューを表示させ、「選択」コマンドを選ぶようにしてもよい。
【００７１】
　また、送信リスト表示領域６２には、選択順に一方向（横方向）に配列されたコンテン
ツを横切るかのように再生位置表示線６４が表示されており、この再生位置表示線６４と
コンテンツの位置関係から現在どのコンテンツが再生されているかが容易に確認できる。
【００７２】
　さらに、送信リスト表示領域６２に設けられた、早送りボタン６２ａのアイコンをクリ
ックすることで、送信リスト表示領域６２の表示内容を左方向に移動させることができる
。また、巻き戻しボタン６２ｂのアイコンをクリックすることで、送信リスト表示領域６
２の表示内容を右方向に移動させることができる。このようにすることにより、再生位置
表示線６４と再生候補のコンテンツのアイコン表示の位置関係を変化させることができ、
スライドショーの早送りまたは巻き戻しが簡単な操作で行える。例えば、図６の例におい
て、巻き戻しボタン６２ｂを操作して、「DSC0001.JPG」の上に再生位置表示線６４が掛
かるようにすると、テレビジョン受像機１で再生されるコンテンツを一つ前の「DSC0001.
JPG」に巻き戻すことができる。
【００７３】
　コマンド表示領域６３には、各種コマンドを示すアイコンが表示される。図６の例では
、「音楽」,「設定」,「終了」,「一時停止」のコマンドを示すアイコンが用意されてい
る。本実施の形態では、「音楽」コマンドを選択することにより、スライドショーにおけ
る静止画コンテンツ再生時のＢＧＭとしてユーザの所望の楽曲を選択することができる。
【００７４】
　図７は、「音楽」コマンドを選択した場合に表示される楽曲選択画面の例を示す図であ
る。楽曲選択画面７０は、楽曲表示領域７１と、送信リスト表示領域６２と、コマンド表
示領域６３から構成される。楽曲選択画面７０においては、写真選択画面６０へ遷移する
ための「写真」コマンドが表示される。スクロールバー７１ａは、スクロールバー６１ａ
と同じ機能である。
【００７５】
　楽曲表示領域７１には、コンテンツ表示領域と同様に、ユーザが選択可能な楽曲が表示
される。図７の例では、「アルバムＡ」に含まれる「曲１．mp3」,「曲２．mp3」,「曲３
．mp3」,「曲４．mp3」の中から「曲３．mp3」が選択された例となっている。選択された
「曲３．mp3」のアイコンには太枠が表示されるとともに、送信リスト表示領域６２の再
生候補のリストの末尾に「曲３．mp3」のアイコンが表示される。
【００７６】
　楽曲選択画面７０で選択された楽曲は、再生時刻になるとテレビジョン受像機１に送信
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され、そのコンテンツの再生時間が終了するまで、または選択された他の楽曲の再生が開
始されるまでＢＧＭとしてテレビジョン受像機１のスピーカ１Ｒ，１Ｌから出力される。
あるいは、一連のスライドショーが終了するまでＢＧＭとして再生されるようにしてもよ
い。
【００７７】
　図８は、写真選択画面の他の例を示す図である。
【００７８】
　図８に示す写真選択画面６０Ａは、図７に示す写真選択画面７０が表示されたときから
所定の時間が経過しているとともに、再生候補のコンテンツとして「DSC00006.JPG」が選
択された場合の例を示したものである。スライドショーの再生候補として送信リスト表示
領域６２に配列された各コンテンツは、時間経過に伴い右から左へと流れる（移動する）
。例えば、図７の例では、「DSC0001.JPG」、「DSC0005.JPG」および「曲３．mp3」が再
生候補として選択されているが、図８の例においては時間の経過によって「DSC0001.JPG
」、「DSC0005.JPG」および「曲３．mp3」のアイコンは再生位置表示線６４を通過し、新
しく選択された「DSC0006.JPG」が現在再生中のコンテンツになっている。
【００７９】
　図９は、写真選択画面のさらに他の例を示す図である。
【００８０】
　図９に示す写真選択画面６０Ｂは、入力部１５の一例であるマウスカーソル６１ｂを利
用してコンテンツの選択操作等を行う場合の例を示したものである。例えば、マウスカー
ソル６１ｂをコンテンツ表示領域６１に配置されたコンテンツのアイコンのいずれかをド
ラッグし、送信リスト表示領域６２でドロップすることにより選択したコンテンツが再生
候補のリストに含まれる。逆に、送信リスト表示領域６２の任意のコンテンツのアイコン
をドラッグし、コンテンツ表示領域６１でドロップすることにより、選択したコンテンツ
を再生候補のリストから削除できるようにしてもよい。
【００８１】
　また、送信リスト表示領域６２において、マウスカーソル６１ｂをドラッグしながら左
や右に移動させることにより、早送りボタン６２ａのアイコンや巻き戻しボタン６２ｂの
アイコンをクリックしたのと同様の効果が得られるようにしてもよい。
【００８２】
　このようなマウスカーソル６２ｂを使用してコンテンツの選択／削除、スライドショー
の早送りや巻き戻し等の操作を簡単に行うことができる。
【００８３】
　次に、図１２のフローチャートを参照して、再生制御部３６（図２参照）の処理例を説
明する。
【００８４】
　始めに、ステップＳ１において、ユーザによるスライドショーの終了指示がなされてい
るかどうかを確認する。例えばユーザは写真選択画面６０等の最下部にある終了ボタンの
アイコンをクリックすることにより、再生制御部３６に終了指示を行うことができる。終
了指示がなされていない場合、ステップＳ２に移行する。
【００８５】
　ステップＳ２において、現在再生している送信リスト表示領域６２の再生候補のリスト
に未再生のコンテンツがあるかどうか確認する。これは、例えば設定した時間毎に再生位
置表示線６４と重なるコンテンツを確認することで検出できる。
【００８６】
　この再生候補のリストは、コンテンツ選択部３４から供給されたコンテンツまたは過去
に作成されたプレイリストに基づいて作成されたものである。コンテンツ選択部３４から
はユーザの操作によって随時コンテンツを供給あるいは削除することができ、コンテンツ
選択部３４からのコンテンツ追加があれば、当該コンテンツが再生候補のリストの末尾に
追加される。また、コンテンツの削除指示があれば、リストに含まれるコンテンツを削除
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するようにしてもよい。もし、再生候補のリストに含まれるコンテンツがすべて再生済み
であれば、ステップＳ１へ戻る。ユーザからスライドショーの終了指示がなされるか、あ
るいは再生候補のリストに新たなコンテンツが追加されるかが行われるまで、ステップＳ
１およびステップＳ２の処理が継続されることになる。リストに未再生のコンテンツがあ
る場合、ステップＳ３へ進む。
【００８７】
　ステップＳ３において、次の再生指示時刻に到達しているか確認する。次の再生指示時
刻は、再生設定部３７によって設定されたパラメータによって決定される。例えば、間隔
設定として３秒が設定されている場合、前回の再生指示時刻の３秒後が次の再生指示時刻
となる。現時刻が次の再生指示時刻に到達していない場合、ステップＳ１に戻る。結局、
ユーザがスライドショーの終了指示をしない、あるいは、未再生コンテンツを削除しない
限りは、次の再生指示時刻に到達するまで待つことになる。次の再生指示時刻に到達して
いる場合にはステップＳ４へ進む。
【００８８】
　ステップＳ４において、再生候補のリストに最初に出現する未再生のコンテンツ情報ｊ
を取得する。本実施の形態では、再生候補のリストの先頭から順次コンテンツが取り出さ
れて再生指示するようになされているため、例えば再生候補のリストの前半部分は再生済
みのコンテンツ、後半部分が未再生のコンテンツとなっている。つまり、再生位置情報線
６４を通過したコンテンツと通過していないコンテンツがある。未再生のコンテンツ情報
を取得すると、ステップＳ５へ進む。
【００８９】
　ステップＳ５において、ステップＳ４で取得したコンテンツ情報に基づいて、コンテン
ツ再生指示を再生指示部３８に通知する。再生指示部３８はこの指示を受けると、選択さ
れたホームネットワーク上の機器、本実施の形態においてはテレビジョン受像機１に対し
て再生指示を行う。ここで、もし再生指示にエラーが発生するなどして、再生指示が成功
しなかった場合には、再試行するようにしてもよいし、本手順を終了するなどしてもよい
。あるいは再生指示が失敗した旨をユーザに通知して、次のステップへ進んでもよい。
【００９０】
　続くステップＳ６において、先に再生指示を出したコンテンツを再生済みと設定する。
これにより、再生候補のリスト上では、リスト後半部分の未再生コンテンツの先頭が再生
済みとなる。
【００９１】
　続くステップＳ７において、ステップＳ５でコンテンツの再生が完了した時刻をもとに
、次の再生指示時刻を設定する。これは再生設定部３７でなされた間隔設定の設定時間に
よって決定することができる。
【００９２】
　以上の操作により、一つのコンテンツの再生がなされる。
【００９３】
　そして、ステップＳ１に戻り、再び、ユーザがスライドショーの終了指示を行うか、再
生候補のリストに未再生のコンテンツがなくなるまで、順次コンテンツの再生が行われる
ことになる。また、再生候補のリストに未再生のコンテンツがなくなっても、ユーザがコ
ンテンツ選択部３４で新たなコンテンツを選択・追加することによって、引き続き再生指
示が開始するようになされているので、ユーザはコンテンツの順次再生と並行して、自由
にコンテンツの選択を行うことができる。ステップＳ１においてスライドショーの終了指
示がなされた場合、ステップＳ８へ進む。
【００９４】
　ステップＳ８においては、例えばユーザにダイアログを出して、再生候補のリストを保
存するか問い合わせることができる。保存しない場合には、本フローチャートを終了する
。保存する場合には、ステップＳ９へ進む。
【００９５】
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　ステップＳ９においては、現在、再生候補のリストにあるコンテンツ情報をもとに、プ
レイリスト管理部３５に対して、これらの再生候補のリストをプレイリストとして保存す
るように制御する。
【００９６】
　このとき、ユーザがプレイリストの名前を自由に設定できるようにしてもよいし、あら
かじめ定められた名前を自動的に設定するようにしてもよい。例えば、プレイリスト情報
８０のように、名前、作成日時、リストに含まれるコンテンツ情報を含むようにすること
ができる。保存されたプレイリストは、プレイリスト管理部３５で管理され、適宜コンテ
ンツ選択部３４に供給されユーザが選択可能であるようになされる。これにより、過去に
ユーザが選択した一連のコンテンツをプレイリストとして保存し、該プレイリストを利用
することで後に同じ一連のコンテンツを簡単に再生することができる。
【００９７】
　次に、図１３のフローチャートを参照して、機器選択部３３、コンテンツ選択部３４、
および再生設定部３７（図３参照）によるコンテンツ処理例を説明する。
【００９８】
　始めに、ステップＳ１１において、機器選択部３３は、機器選択画面４０（図４参照）
を出力部１６に表示し、ユーザに所望の機器を選択させる。ユーザが機器を選択すると、
ステップＳ１２に進む。
【００９９】
　ステップＳ１２において、選択された機器（本実施の形態ではテレビジョン受像機１）
に対して、その性能および仕様を問い合わせ、情報を取得する。これには、どのようなメ
ディアフォーマットに対応しているのかといった情報が含まれている。このメディアフォ
ーマットには、プレイリストに対応しているかどうかといった情報も含まれている。
【０１００】
　ステップＳ１３において、コンテンツ選択部３４は、コンテンツ選択画面５０（図５参
照）を出力部１６に表示し、ユーザに新しく再生コンテンツを選択させるか、または過去
に作成したプレイリストを選択させるかのいずれかを促す。過去に作成したプレイリスト
は、プレイリスト管理部３５から取得して、提示するようになされている。
【０１０１】
　続くステップ１４において、再生設定部３７が、再生設定画面９０（図１１参照）を出
力部１６に表示し、ユーザにエフェクトや間隔設定、再生モードの指定を促す。
【０１０２】
　続くステップＳ１５において、ステップＳ１３でプレイリストが選択され、かつ、ステ
ップＳ１２で取得した再生機器の情報から、当該再生機器がプレイリスト再生の能力があ
ると判断した場合には、ステップＳ１７へ進む。そうでない場合にはステップＳ１６へ進
む。
【０１０３】
　ステップＳ１６において、再生機器がプレイリストの再生に非対応であるか、もしくは
、ユーザが新規に再生候補のリストを作成するのを選択した場合、再生制御部３６は、図
１２のフローチャートに示したように、再生候補のリストに含まれるコンテンツを順次再
生するよう指示する。
【０１０４】
　ステップＳ１７において、再生機器がプレイリストの再生に対応しているので、再生制
御部３６は直接プレイリスト情報８０を再生させるよう、再生指示部３７に指示する。
【０１０５】
　このとき、再生設定部３７でなされたエフェクトなどの再生設定情報も付与することに
より、再生装置では、ユーザが望むような再生をすることも可能である。また、コンテン
ツに静止画と音楽が含まれ、静止画のスライドショー再生の背景に音楽が流れるようなプ
ログラムの場合には、静止画コンテンツの再生設定情報として、背景に流す音楽コンテン
ツ情報を付加するようにしてもよい。
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【０１０６】
　次に、図１４のフローチャートを参照して、コンテンツ選択部３４（図３参照）による
コンテンツ選択処理例を説明する。
【０１０７】
　コンテンツ選択部３４では、コンテンツ選択画面５０（図５参照）において再生するコ
ンテンツを新しく選ぶことがユーザに選択されたとき、図６に示すような写真選択画面６
０を出力部１６に表示する。
【０１０８】
　例えば写真選択画面６０の上部はコンテンツ表示領域６１であり、デジタルカメラ４が
格納しているコンテンツ、この場合、写真（静止画）がインデックス表示されている。
【０１０９】
　始めに、ステップＳ２１において、ユーザがコンテンツ表示領域６１に表示されている
任意のコンテンツを選択すると、続いてステップＳ２２において、コンテンツ選択部３４
は、新たにコンテンツが選択されたかあるいは選択解除されたかを判定する。選択された
場合にはステップＳ２３へ進む。既に選択されているコンテンツを再度選択すると、選択
解除されるようになされており、その場合にはステップＳ２４へ進む。
【０１１０】
　ステップＳ２３において、再生制御部３６で管理している再生候補のリストの末尾に、
選択されたコンテンツを追加する処理がなされる。例えば写真選択画面６０のコンテンツ
表示領域６１の下部は送信リスト表示領域６２であり、再生制御部３６で管理している再
生候補のリストの一部が表示されるようになされている。
【０１１１】
　ステップＳ２３におけるコンテンツ追加の処理がなされると、送信リスト表示領域６２
の末尾、この場合、右端に追加されることになる。送信リスト表示領域６２は時間経過と
ともに、コンテンツを表現するアイコンやサムネイル画などが左側に流れ、再生位置表示
線６４との位置関係を見れば現在どのコンテンツを再生処理しているかがわかるようにな
っている。
【０１１２】
　ステップＳ２４において、再生制御部３６で管理している再生候補のリストから選択解
除されたコンテンツを削除する処理がなされる。
【０１１３】
　以上の操作を繰り返すことにより、コンテンツ選択部３４は、再生機器で再生するコン
テンツを再生制御部３６に供給することができる。このフローチャートの処理は、再生制
御部３６および再生指示部３８における再生処理と同時並行して行われるため、デジタル
カメラ４を操作しているユーザが大量にあるコンテンツの中から見せたいコンテンツを選
びながら、テレビジョン受像機１を見ている他の鑑賞者は並行して、順次再生されるコン
テンツを楽しむことができる。
【０１１４】
　写真選択画面６０の最下部は再生制御のためのボタン群（複数のアイコン）が配置され
ている。「音楽」ボタンをクリックすると、楽曲選択画面７０のようにコンテンツ表示領
域７１に音楽コンテンツが表示され、ユーザが選択できるようにしてもよい。音楽コンテ
ンツが選択された場合にも、前述と同様に送信リスト表示領域６２に選択された音楽コン
テンツのアイコンが追加される。なお、音楽コンテンツの場合には、写真コンテンツの背
景に流れるようにすると、音楽付きのスライドショーを楽しむことができる。
【０１１５】
　また、「設定」ボタンをクリックと、再生設定画面９０（図１１参照）によって再生設
定を変更することができたり、「終了」ボタンをクリックすると、再生制御部３６に終了
指示を行うことができたり、「一時停止」ボタンをクリックすると、再生制御部３６に再
生の一時停止を指示することができるようにしてもよい。
【０１１６】
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　次に、図１５のフローチャートを参照して、テレビジョン受像機１の処理例を説明する
。
【０１１７】
　始めに、ステップＳ３１において、デジタルカメラ４からのコンテンツ再生指示を受信
したかどうかを判定する。コンテンツ再生指示を受信していない場合には引き続き受信す
るまで監視する。
【０１１８】
　コンテンツ再生指示を受信した場合には、続くステップＳ３２において、再生指示され
たコンテンツがプレイリストかどうかを監視する。プレイリストでない場合にはステップ
Ｓ３３へ進み、一方プレイリストの場合にはＳ３４へ進む。
【０１１９】
　ステップＳ３３においては、再生指示されたコンテンツの再生準備をする。例えばデジ
タルカメラ４からの当該コンテンツのデータ取得を開始してもよい。
【０１２０】
　ステップＳ３４においては、再生指示されたプレイリストに含まれるコンテンツの再生
準備をする。例えばデジタルカメラ４からの当該コンテンツのデータ取得を開始してもよ
い。
【０１２１】
　続くステップＳ３５において、ステップＳ３３およびステップＳ３４の処理を終了後に
、デジタルカメラ４からの再生開始指示を受信したかどうかを監視する。再生開始指示を
受信していない場合には引き続き受信するまで監視する。
【０１２２】
　再生開始指示を受信した場合には、続くステップＳ３６において、コンテンツの再生を
開始する。このとき、プレイリストの再生である場合には、プレイリストに含まれるコン
テンツを順次再生するようにしてもよい。
【０１２３】
　テレビジョン受像機１では、再生指示されたコンテンツが写真（静止画）と音楽である
場合には、写真（静止画）を表示している背景に音楽が流れるように制御するようにして
もよい。これにより音楽付きスライドショーを楽しむことが可能である。
【０１２４】
　なお、本実施の形態では、デジタルカメラ４に格納された静止画コンテンツおよび音楽
コンテンツをテレビジョン受像機１に再生することについて説明したが、スライドショー
のコンテンツはパーソナルコンピュータ２に格納されていても構わない。
【０１２５】
　例えば、静止画コンテンツはデジタルカメラ４に格納されており、音楽コンテンツはパ
ーソナルコンピュータ２に格納されていてもよい。このとき、楽曲選択画面７０において
コンテンツ表示領域７１に表示されている音楽コンテンツは、パーソナルコンピュータ２
に格納されているコンテンツを閲覧、取得するようにすることができる。また、図１６に
示すように、デジタルカメラ４の表示画面４ａを確認しながら、アクセスポイント３を通
じて、静止画コンテンツをデジタルカメラ４からテレビジョン受像機１に送り、またステ
レオ・コンポーネント１００に保存されている音楽コンテンツをデジタルカメラ４を操作
してテレビジョン受像機１に送り、テレビジョン受像機１に音楽付きスライドショーを再
生させるようにしてもよい。
【０１２６】
　また、図１７に示すようにデジタルカメラ４の代わりに音楽コンテンツを格納したメデ
ィアプレイヤー１０１を使ってもよい。音楽コンテンツはメディアプレイヤー１０１に格
納されているものを使用し、静止画コンテンツはパーソナルコンピュータ２やディスク記
録装置１０２に格納されているものを使用する。ユーザは、メディアプレイヤー１０１の
表示画面１０１を見ながら操作することにより、テレビジョン受像機１に音楽付きスライ
ドショーを再生させるようにしてもよい。



(16) JP 2009-130638 A 2009.6.11

10

20

30

40

50

【０１２７】
　以上述べたように、本発明によれば、ネットワーク上の機器に格納されているコンテン
ツを別の再生用機器で多人数で視聴するときに、操作者によるコンテンツ選択と並行して
、適切なタイミングで順次再生装置に再生指示するようにできるので、あらかじめコンテ
ンツを整理することなく、選択操作と並行してすぐに簡単にコンテンツを楽しむことがで
きる。
【０１２８】
　さらに、過去に選択した一連のコンテンツをプレイリストとして別途保持することがで
き、後でスライドショーのコンテンツとしてこれらプレイリストを選択することができる
ようにしたので、次回以降、再びコンテンツ選択をすることなく簡単にスライドショーを
楽しむことができる。
【０１２９】
　また、コンテンツとして静止画と音楽を使った場合には、音楽付きスライドショーとし
て楽しむことができる。さらに、例えば、静止画コンテンツはデジタルカメラにあるもの
を、音楽コンテンツはパーソナルコンピュータやステレオ・コンポーネントなどにあるも
のを使用して、これらを組み合わせて再生指示することができるため、より大量のコンテ
ンツのなかからユーザが望む音楽付きスライドショーを実現することが可能である。
【０１３０】
　なお、本発明が適用される情報処理装置は、デジタルカメラに限らず、パーソナルコン
ピュータ、携帯情報端末、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、携帯電話機、メディ
アプレイヤーなどに適用することができる。また、本実施の形態におけるホームネットワ
ークは、無線を使用して構築したが有線を用いてもよい。
【０１３１】
　また、上述の実施の形態では、写真選択画面６０（図６等）のコンテンツ表示領域６１
に選択可能なコンテンツとして、静止画コンテンツ（写真）を例に挙げたが、ＭＰＥＧ等
の規格に準拠した動画コンテンツでもよい。この場合、スライドショーで再生するコンテ
ンツに動画が混在することとなり、スライドショーを静止画だけではないより楽しいもの
にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】本発明が適用されるホームネットワーク構成の一例を示す図である。
【図２】情報処理装置の一例であるデジタルカメラの内部構成例を示す図である。
【図３】デジタルカメラの機能構成例を示すブロック図である。
【図４】機器選択画面の例を示す図である。
【図５】コンテンツ選択画面の例を示す図である。
【図６】写真選択画面の例を示す図である。
【図７】楽曲選択画面の例を示す図である。
【図８】写真選択画面の他の例を示す図である。
【図９】写真選択画面のさらに他の例を示す図である。
【図１０】プレイリスト情報の例を示す図である。
【図１１】再生設定画面の例を示す図である。
【図１２】再生制御部の処理例を示すシーケンスである。
【図１３】コンテンツ再生処理例を示すシーケンスである。
【図１４】コンテンツ選択処理例を示すシーケンスである。
【図１５】テレビジョン受像機の処理例を示すフローチャートである。
【図１６】静止画コンテンツに合わせて音楽コンテンツを再生する場合の説明図である。
【図１７】音楽コンテンツに合わせて静止画コンテンツを再生する場合の説明図である。
【図１８】従来のスライドショーの再生処理を示すシーケンスである。
【符号の説明】
【０１３３】
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　１…テレビジョン受像機、２…パーソナルコンピュータ、３…アクセスポイント、４…
デジタルカメラ、３１…接続制御部、３２…機器検出部、３３…機器選択部、３４…コン
テンツ選択部、３５…プレイリスト管理部、３６…再生制御部、３７…再生設定部、３８
…再生指示部、６０…写真選択画面、６１…コンテンツ表示領域、６２…送信リスト表示
領域、６３…コマンド表示領域、６４…再生位置表示線、７０…楽曲選択画面、７１…楽
曲表示領域、８０…プレイリスト情報、９０…再生設定画面

【図１】 【図２】
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